
告
報
会
員
委
任
常
画
企
務
総

告
報
会
員
委
任
常
祉
福
健
保

告
報
会
員
委
任
常
化
文
育
教

告
報
会
員
委
任
常
設
建
境
環

常 任 委 員 会 審 査 報 告
会
計
年
度
職
員
の
育
児
休
業
取
得
に

環
境
整
備
進
む

（
問
）
会
計
年
度
職
員
で
過
去
に
入
庁
１
年
以
内
で
育
児

休
業
取
得
が
で
き
な
か
っ
た
例
は
。今
後
の
周
知
方
法
は
。

（
答
）
今
回
の
改
正
は
、
引
き
続
き
１
年
以
上
在
職
し
て

い
る
と
い
う
要
件
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
入
庁
１

年
以
内
で
と
れ
な
か
っ
た
と
の
報
告
は
な
い
。
制
度
の
周

知
を
し
て
い
く
。

（
問
）
産
休
後
の
任
用
は
。

（
答
）
産
休
中
に
更
新
を
迎
え
た
場
合
、
在
職
中
の
勤
務

状
況
と
本
人
の
意
向
で
更
新
で
き
る
。

（
問
）
常
勤
職
員
も
会
計
年
度
職
員

も
妊
娠
出
産
に
関
し
本
人
だ
け
で

な
く
、
配
偶
者
へ
の
対
応
は
。

（
答
）
改
正
子
育
て
応
援
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
に
男
性
女
性
と
も
に
育
児
休

業
が
と
れ
る
内
容
を
載
せ
て
い
く
。

エ
ス
カ
ー
ド
ホ
ー
ル
に

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
新
設

（
問
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
１
回
あ
た
り
の
使
用
料
（
１
８

７
０
円
）
の
算
出
の
根
拠
は
。

（
答
）
本
体
お
よ
び
周
辺
機
器
費
用
（
約
２
７
０
万
円
）

を
年
間
の
開
館
日
数
（
３
５
７
日
）、耐
用
年
数
（
５
年
）、

想
定
稼
働
率
（
30
％
）
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
で
、
機
械

の
損
料
の
計
算
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
問
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
。

（
答
）
企
業
説
明
会
や
映
画
観
賞
会
、ｅ
ス
ポ
ー
ツ
に
も
対

応
で
き
る
。
配
信
設
備
も
導
入
し
て
お
り
、
ホ
ー
ル
内
の

様
子
を
動
画
配
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

龍
ケ
崎
市
の
施
設
利
用
、

牛
久
市
民
も
利
用
拡
大
に

（
問
）
北
文
間
運
動
広
場
の
市
民
の
利
用
実
績
は
。
利
用

料
金
や
申
し
込
み
が
重
な
っ
た
場
合
は
。

（
答
）
昨
年
末
で
、
龍
ケ
崎
市
民
含
め
て
４
５
４
人
で
、

う
ち
牛
久
市
民
は
30
人
が
利
用
。
料
金
は
市
内
外
と
も
一

律
料
金
。
重
複
申
込
は
抽
選
で
決
め
る
。

（
問
）
新
た
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
利
用
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
が
、
使
い
方
は
。

（
答
）
統
廃
合
の
小
学
校
空
き
教
室
２
教
室
を
利
用
。
雨

天
も
使
用
可
な
の
で
、
ダ
ン
ス
等
が
で
き
る
。

国
保
税
の
賦
課
方
式
大
転
換

市
民
へ
の
影
響
は

（
問
）
こ
れ
ま
で
の
４
方
式
の
う
ち
資
産
割
・
平
等
割
を

廃
止
し
、所
得
割
と
均
等
割
の
２
方
式
の
課
税
と
な
る
が
、

影
響
を
受
け
る
世
帯
は
。

（
答
）
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
で
、
経
済
的
弱

者
世
帯
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
が
あ
り
、
年
収

２
０
０
万
円
以
下
の
低
額
所
得
者
で
、
保
険
料
が

９
０
０
０
円
以
上
増
額
と
な
る
世
帯
が
な
い
案
に
決
定
し

た
。
子
育
て
世
代
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
国
の
補
助
対
象

は
未
就
学
児
だ
が
、
当
市
は
18
歳
ま
で
を
半
額
に
し
、
増

額
世
帯
も
抑
え
た
。

　
ま
た
令
和
４
年
度
か
ら
２
方
式
を
導
入
し
た
市
町
村

に
、
県
か
ら
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い

る
。最

低
賃
金
引
き
上
げ
と

企
業
支
援
策
を
求
め
る
請
願

　
憲
法
25
条
が
保
障
す
る
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
が
で
き
る
よ
う
、
次
の
３
項
目
の
実
施
を
求
め
る
意

見
書
を
国
や
関
係
機
関
に
提
出
す
る
請
願
で
あ
る
。
請
願

項
目
は
、①
全
国
一
律
最
低
賃
金
制
度
の
確
立
　
②
今

す
ぐ
最
低
賃
金
を
時
給
１
０
０
０
円
以
上
に
引
き
上
げ

１
５
０
０
円
を
目
指
す
　
③
中
小
企
業
へ
社
会
保
険
料
の

軽
減
な
ど
の
支
援
策
を
拡
充
、
と
な
っ
て
い
る
。

（
賛
成
）
労
働
者
、
経
営
者
双
方
に
配
慮
が
さ
れ
て
い
る

内
容
で
妥
当
で
あ
る
。

（
賛
成
）
茨
城
県
の
最
低
賃
金
が
８
７
９
円
で
非
正
規
労

働
者
が
多
く
、
生
活
が
苦
し
い
状
況
で
あ
る
と
の
調
査
結

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
手
続
き
の

簡
素
化
と
対
象
職
種
の
拡
大
を
求
め
る
意
見
書

（
意
見
）
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
こ
と
で
「
介

護
保
険
料
、
利
用
料
の
値
上
げ
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
」 

と
い
う
項
目
を
加
え
ら
れ
た
ら
良
い
の
で
は

な
い
か
。

果
も
出
て
い
る
こ
と
か

ら
採
択
す
べ
き
。

（
反
対
）
全
国
一
律
最
低

賃
金
制
度
や
中
小
企
業

へ
の
支
援
策
に
つ
い
て

は
賛
同
す
る
が
、
今
す

ぐ
１
０
０
０
円
引
き
上

げ
と
い
う
議
論
は
拙
速

に
過
ぎ
る
の
で
賛
同
し

か
ね
る
。

令和４年４月30日 第109号　(10)牛久市議会だより


